
サービスの利用不能の際における料金の返金に関する規則 

 

ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 

 

Ｗｉｎｄｏｗｓコラボレーションホスティングサービス利用約款第５３条第２項の規定

にもとづいて当社が定めるべき率については、この規則で定めるところによります。 

 

 

 

第１条 

Ｗｉｎｄｏｗｓコラボレーションホスティングサービス利用約款第５３条第２項の規定

にもとづいて当社が定めるべき率は、次に掲げる通りとします。 

(1)  ９８．０％から９９．８％まで   １０％ 

(2)  ９５．０％から９７．９％まで   ２５％ 

(3)  ９０．０％から９４．９％まで   ５０％ 

(4)  ８９．９％以下    １００％ 

 

 

 

付則（２００７年１０月１７日作定） 

この規則は、２００７年１０月１７日に作定し、即日実施します。 
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